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【公報種別】公表特許公報の訂正
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成30年12月13日(2018.12.13)

【公表番号】特表2018-531526(P2018-531526A)
【公表日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
【出願番号】特願2017-566387(P2017-566387)
【訂正要旨】国際特許分類のＸＭＬデータの誤載により下記のとおり全文を訂正する。
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  28/18     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ   8/24     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   28/18     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    8/24     　　　　
【記】別紙のとおり
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(57)【要約】
  本発明は、通信パラメータ調整方法及び装置を提供し
、該方法は、第１装置は、通信パラメータの初期設定に
基づいて、第２装置と通信を確立することと、前記第１
装置は、通信におけるネットワーク状態及び／又はサー
ビス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は
複数の通信パラメータの設定を調整することと、前記第
１装置は、前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報
を送信することと、を含み、前記通信パラメータ調整指
示情報は、前記第１装置が前記通信パラメータ内の一つ
又は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を
指示するように用いられる。それによって、無線通信シ
ステムの性能と適用性を向上させることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  通信パラメータ調整方法であって、
  第１装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立することと
、
  前記第１装置は、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、
前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することと、
  前記第１装置は、前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信することと、
  を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が前記通信パラメータ内の一つ又は
複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられることを特徴
とする、前記通信パラメータ調整方法。
【請求項２】
  前記第１装置は、前記第２装置より送信された処理能力指示情報を受信することをさら
に含み、
  前記処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを
用いて、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられることを特
徴とする請求項１に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項３】
  前記第２装置より送信された処理能力指示情報を受信することは、
  前記第２装置より送信されたアタッチリクエストメッセージを受信することを含み、
  前記アタッチリクエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含むことを特徴とする
請求項２に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項４】
  前記第１装置は、前記第１装置と前記第２装置との間の無線チャネル伝送条件、前記第
１装置と前記第２装置の通信能力、及び前記第２装置のランダムアクセスを開始する時の
サービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに基づいて、前記通信パラメータの初
期設定を確定することと、
  前記第１装置は、前記第２装置に前記通信パラメータの初期設定を送信することと、を
さらに含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整
方法。
【請求項５】
  前記通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラ
メータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することは、
  前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するように要求す
るための前記第２装置より送信されたパラメータ調整要求情報を受信することと、
  前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信
パラメータを調整することと、
  を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方
法。
【請求項６】
  前記第１装置は、前記パラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための
確認情報を前記第２装置に送信することをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の
通信パラメータ調整方法。
【請求項７】
  前記通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラ
メータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することは、
  前記第２装置より送信されたネットワーク状態及び／又はサービス状態を指示するため
の状態情報を受信することと、
  前記状態情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設
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定を調整することと、
  を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方
法。
【請求項８】
  前記第２装置にパラメータ調整指示情報を送信することは、
  物理層制御チャネルを介して前記第２装置に前記パラメータ調整指示情報を送信するこ
とを含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方
法。
【請求項９】
  前記通信パラメータは、
  通信ためのマルチプルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する
基本物理層パラメータであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の通
信パラメータ調整方法。
【請求項１０】
  前記ネットワーク状態は、
  前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との
所在の通信ネットワークの負荷及び干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求
及びアプリケーションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１１】
  前記第１装置はネットワーク装置で、前記第２装置は端末装置であり、
  又は、
  前記第１装置は端末装置で、前記第２装置は他の端末装置であることを特徴とする請求
項１乃至１０のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１２】
  通信パラメータ調整方法であって、
  第２装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立することと
、
  前記第２装置は、前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信する
ことと、を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が通信におけるネットワーク状態及
び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメー
タの設定を調整した調整結果を指示するように用いられることを特徴とする前記通信パラ
メータ調整方法。
【請求項１３】
  前記第２装置は、前記第１装置に処理能力指示情報を送信することをさらに含み、
  前記処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを
用いて、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられることを特
徴とする請求項１２に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１４】
  前記第１装置に処理能力指示情報を送信することは、
  前記第１装置にアタッチリクエストメッセージを送信することを含み、
  前記アタッチリクエストメッセージは前記処理能力指示情報を含むことを特徴とする請
求項１３に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１５】
  前記第２装置は、前記第１装置より送信された前記通信パラメータの初期設定を受信す
ることをさらに含み、
  前記通信パラメータの初期設定は、前記第１装置が、前記第１装置と前記第２装置との
間の無線チャネル伝送条件、前記第１装置と前記第２装置の通信能力、及び前記第２装置
のランダムアクセスを開始する時のサービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに



(5) JP 2018-531526 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

基づいて確定されるものであることを特徴とする請求項１２乃至１４のいずれか１項に記
載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１６】
  前記第１装置が、パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又
は複数の通信パラメータを調整するために、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信
パラメータの設定を調整するように要求するためのパラメータ調整要求情報を、前記第１
装置に送信することをさらに含むことを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に
記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１７】
  前記パラメータ調整要求情報を成功に受信することを確認するための前記第１装置より
送信された確認情報を受信することをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の通
信パラメータ調整方法。
【請求項１８】
  前記第１装置が状態情報に基づいて前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメ
ータの設定を調整するために、前記第１装置にネットワーク状態及び／又はサービス状態
を指示するための前記状態情報を送信することをさらに含むことを特徴とする請求項１２
乃至１５のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１９】
  前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信することは、
  前記第１装置が物理層制御チャネルを介して送信された前記パラメータ調整指示情報を
受信することを含むことを特徴とする請求項１２乃至１８のいずれか１項に記載の通信パ
ラメータ調整方法。
【請求項２０】
  前記通信パラメータは、
  通信のためのマルチプルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応す
る基本物理層パラメータであることを特徴とする請求項１２乃至１９のいずれか１項に記
載の通信パラメータ調整方法。
【請求項２１】
  前記ネットワーク状態は、
  前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との
所在している通信ネットワークの負荷と干渉、アプリケーションのデータレートに対する
要求及びアプリケーションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含むこ
とを特徴とする請求項１２乃至２０のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項２２】
  前記第１装置はネットワーク装置で、前記第２装置は端末装置であり、
  又は、
  前記第１装置は端末装置で、前記第２装置は他の端末装置であることを特徴とする請求
項１２乃至２１のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項２３】
  通信パラメータ調整装置であって、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立するように構成される処
理モジュールと、
  前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信するように構成される送受信モジュ
ールと、を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記装置が前記通信パラメータ内の一つ又は複数
の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられ、
  前記処理モジュールさらに、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に
基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するよう
に構成される前記通信パラメータ調整装置。
【請求項２４】
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  前記送受信モジュールはさらに、
  前記第２装置より送信された処理能力指示情報を受信するように構成され、
  前記処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを
用いて、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられることを特
徴とする請求項２３に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項２５】
  前記送受信モジュールは、
  具体的に、前記第２装置より送信されたアタッチリクエストメッセージを受信するよう
に構成され、
  前記アタッチリクエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含むことを特徴とする
請求項２４に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項２６】
  前記処理モジュールはさらに、
  前記装置と前記第２装置との間の無線チャネル伝送条件、前記装置と前記第２装置の通
信能力、及び前記第２装置のランダムアクセスを開始する時のサービスタイプの内の少な
くとも一つのパラメータに基づいて、前記通信パラメータの初期設定を確定するように構
成され、
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記第２装置に、前記処理モジュールによって確定された前記通信パラメータの初期設
定を送信するように構成されることを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれか１項に記
載の通信パラメータ調整装置。
【請求項２７】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するように要求す
るための前記第２装置より送信されたパラメータ調整要求情報を受信するように構成され
、
  前記処理モジュールはさらに、
  前記送受信モジュールによって受信された前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前
記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータを調整するように構成されることを
特徴とする請求項２３乃至２６のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項２８】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記パラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための確認情報を前記第
２装置に送信するように構成されることを特徴とする請求項２７に記載の通信パラメータ
調整装置。
【請求項２９】
  前記送受信モジュールはさらに、
  ネットワーク状態及び／又はサービス状態を指示するための前記第２装置より送信され
た状態情報を受信するように構成され、
  前記処理モジュールはさらに、
  前記送受信モジュールより受信された前記状態情報に基づいて、前記通信パラメータ内
の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するように構成されることを特徴とする請
求項２３乃至２６のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項３０】
  前記送受信モジュールは、
  具体的に、物理層制御チャネルを介して前記第２装置に前記パラメータ調整指示情報を
送信するように構成されることを特徴とする請求項２３乃至２９のいずれか１項に記載の
通信パラメータ調整装置。
【請求項３１】
  前記通信パラメータは、
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  通信ためのマルチプルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する
基本物理層パラメータであることを特徴とする請求項２３乃至３０のいずれか１項に記載
の通信パラメータ調整装置。
【請求項３２】
  前記ネットワーク状態は、
  前記装置と前記第２装置との間のチャネル環境、前記装置と前記第２装置との所在して
いる通信ネットワークの負荷と干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求及び
アプリケーションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含むことを特徴
とする請求項２３乃至３１のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項３３】
  前記装置はネットワーク装置で、前記第２装置は端末装置であり、
  又は、
  前記装置は端末装置で、前記第２装置は他の端末装置であることを特徴とする請求項２
３乃至３２のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項３４】
  通信パラメータ調整装置であって、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立するように構成される処
理モジュールと、
  前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信するように構成される
送受信モジュールと、を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記処理モジュールが前記第１装置が通信におけ
るネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又
は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる、前記通
信パラメータ調整装置。
【請求項３５】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記第１装置に処理能力指示情報を送信するように構成され、
  前記処理能力指示情報は、前記装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを用い
て、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられることを特徴と
する請求項３４に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項３６】
  前記送受信モジュールは、
  具体的に、前記第１装置にアタッチリクエストメッセージを送信するように構成され、
  前記アタッチリクエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含むことを特徴とする
請求項３５に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項３７】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記第１装置より送信された前記通信パラメータの初期設定を受信するように構成され
、
  前記通信パラメータの初期設定は、前記第１装置が、前記第１装置と前記装置との間の
無線チャネル伝送条件、前記第１装置と前記装置の通信能力、及び前記装置のランダムア
クセスを開始する時のサービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに基づいて確定
されるものであることを特徴とする請求項３４乃至３６のいずれか１項に記載の通信パラ
メータ調整装置。
【請求項３８】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記第１装置が、前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一
つ又は複数の通信パラメータを調整するために、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の
通信パラメータの設定を調整するように要求するためのパラメータ調整要求情報を前記第
１装置に送信するように構成されることを特徴とする請求項３４乃至３７のいずれか１項
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に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項３９】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記パラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための前記第１装置より
送信された確認情報を受信するように構成されることを特徴とする請求項３８に記載の通
信パラメータ調整装置。
【請求項４０】
  前記送受信モジュールはさらに、
  前記第１装置が前記状態情報に基づいて前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パ
ラメータの設定を調整するために、前記第１装置にネットワーク状態及び／又はサービス
状態を指示するための状態情報を送信するように構成されることを特徴とする請求項３４
乃至３７のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項４１】
  前記送受信モジュールはさらに、
  具体的に、前記第１装置が物理層制御チャネルを介して送信された前記パラメータ調整
指示情報を受信するように構成されることを特徴とする請求項３４乃至４０のいずれか１
項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項４２】
  前記通信パラメータは、
  通信のためのマルチプルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応す
る基本物理層パラメータであることを特徴とする請求項３４乃至４１のいずれか１項に記
載の通信パラメータ調整装置。
【請求項４３】
  前記ネットワーク状態は、
  前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との
所在の通信ネットワークの負荷及び干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求
及びアプリケーションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項３４乃至４２のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【請求項４４】
  前記第１装置はネットワーク装置で、前記装置は端末装置であり、
  又は、
  前記第１装置は端末装置で、前記装置は他の端末装置であることを特徴とする請求項３
４乃至４３のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は通信分野に関し、特に通信パラメータ調整方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  装置の実現などの原因で、グローバルモバイルシステム（ＧＳＭ：Ｇｌｏｂａｌ  Ｓｙ
ｓｔｅｍ  ｏｆ  Ｍｏｂｉｌｅ  Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、符号分割マルチプルア
クセス（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ  Ｄｉｖｉｓｉｏｎ  Ｍｕｌｔｉｐｌｅ  Ａｃｃｅｓｓ）２
０００システム、広帯域符号分割マルチプルアクセス（ＷＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ  
Ｃｏｄｅ  Ｄｉｖｉｓｉｏｎ  Ｍｕｌｔｉｐｌｅ  Ａｃｃｅｓｓ）システムとロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ  Ｔｅｒｍ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などのような
既存の無線通信システムにおいては、通常、固定又は非常に限られている数の少ない基本
通信パラメータ、例えば、キャリア帯域幅、タイムスロット又はサブフレームの長さ、Ｃ
ＤＭＡシステムの拡散因子、ＬＴＥシステムのサブキャリア間隔と物理リソースブロック
細分粒度など、を使用している。それに対して次世代無線通信システムがサポートする必
要である応用方式が様々であり、帯域幅、遅延、移動性、カバレッジ、通信レート、信頼



(9) JP 2018-531526 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

性、ユーザ数などの指標への大幅の変化を効率よくサポートする必要がある。従来のシス
テムにおいては、このようなニーズを満たすことは困難である。
【発明の概要】
【０００３】
  本発明は、通信パラメータ調整方法と装置を提供し、実際のニーズに応じて、通信パラ
メータを調整することができ、無線通信システムの性能と適用性を向上させることができ
る。
【０００４】
  第１様態としては、通信パラメータ調整方法を提供し、
  第１装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立することと
、
  前記第１装置は、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、
前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することと、
  前記第１装置は、前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信することと、
  を含み、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が前記通信パラメータ内の
一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる。
【０００５】
  第２様態としては、通信パラメータ調整方法を提供し、
  第２装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立することと
、
  前記第２装置は、前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信する
ことと、
  を含み、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が通信におけるネットワー
ク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信
パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる。
【０００６】
  第３様態としては、通信パラメータ調整装置を提供し、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立するように用いられる処
理モジュールと、
  前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信するように用いられる送受信モジュ
ールと、
  を含み、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記装置が前記通信パラメータ内の一つ
又は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられ、前記処
理モジュールさらに、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて
、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するように用いら
れる。
【０００７】
  第４様態としては、通信パラメータ調整装置を提供し、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立するように用いられる処
理モジュールと、
  前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信するように用いられる
送受信モジュールと、
  を含み、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が通信におけるネットワー
ク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信
パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる。
【０００８】
  上記の技術的な特徴に基づいて、本発明の実施例に提供されている通信パラメータ調整
方法と装置によって、ネットワーク装置又は、通信双方としての端末装置は、通信におけ
るネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、通信パラメータを動的に調整す
ることができ、無線通信システムの性能と適用性を向上させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施例に係る通信パラメータ調整方法の例示的なフローチャートである
。
【図２】本発明の実施例に係る通信パラメータ調整方法の他の例示的フローチャートであ
る。
【図３】本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整方法の例示的フローチャートであ
る。
【図４】本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整方法の他の例示的フローチャート
である。
【図５】本発明の実施例に係る通信パラメータ調整装置の例示的ブロック図である。
【図６】本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整装置の例示的ブロック図である。
【図７】本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整装置の例示的ブロック図である。
【図８】本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整装置の例示的ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
  より明確に本発明の実施例を説明するために、上記において、実施例または先行技術の
説明で必要とする図面を簡単に説明し、明らかに、上記に記述されている図面は、単なる
本発明の幾つかの実施例に過ぎず、当業者にとって、創造的な労力を払わない前提で、こ
れらの図面に基づいてその他の図面が得ることができる。
【００１１】
  下記において、本発明の実施例の図面を結合し、本発明の実施例の技術案を明確的、全
面的に説明し、当然、説明されている実施例は、本発明の一部の実施例に過ぎず、全ての
実施例ではない。本発明の実施例に基づいて、当業者は、創造的な労力を払わない前提で
得られた全てのその他の実施例は、本発明の範囲内である。
【００１２】
  なお、本発明の実施例の技術案は、各種の通信システム、例えば、ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ  Ｔｅｒｍ  Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システム、ＬＴＥ周波
数分割複信（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ  Ｄｉｖｉｓｉｏｎ  Ｄｕｐｌｅｘ）システム
、ＬＴＥ時分割複信（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ  Ｄｉｖｉｓｉｏｎ  Ｄｕｐｌｅｘ）、ミックス
複信モードを用いるシステム、ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ  Ｍｏｂｉｌｅ  Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ）、及び将
来の５Ｇ通信システムなどに適用することができる。
【００１３】
  なお、本発明の実施例において、端末装置（Ｔｅｒｍｉｎａｌ  Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）
はユーザ装置、モバイルステーション（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ  Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動端
末（Ｍｏｂｉｌｅ  Ｔｅｒｍｉｎａｌ）等とも称し、前記ユーザ装置は、無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介して一つ又は複
数のコアネットワークと通信することができ、例えば、ユーザ装置は携帯電話（セルラー
電話とも称し）、移動端末を備えるコンピュータ等であっても良く、例えば、ポータブル
、コンパクト式、ハンドヘルド、コンピュータ内蔵式または車載の移動装置、及び将来の
５Ｇネットワークにおける端末装置又は将来のエボリューション的なＰＬＭＮネットワー
クにおける端末装置等であっても良い。
【００１４】
  さらに、本発明の実施例において、ネットワーク装置は、ユーザ装置と通信するための
装置であっても良く、前記ネットワーク装置は、ＧＳＭシステム又はＣＤＭＡにおける基
地局（ＢＴＳ：Ｂａｓｅ  Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ  Ｓｔａｔｉｏｎ）であっても良く、
ＷＣＤＭＡシステムにおける基地局（ＮＢ：ＮｏｄｅＢ）であっても良く、さらにＬＴＥ
システムにおけるエボリューション的な基地局（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ  Ｎｏｄｅ  Ｂ
、ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅＢと略称する）であっても良く、又は前記ネットワーク装置は、
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中継局、アクセスポイント、車載装置、ウェアラブル装置、及び将来の５Ｇネットワーク
におけるネットワーク側の装置、又は将来のエボリューション的なＰＬＭＮネットワーク
におけるネットワーク装置等であっても良い。
【００１５】
  図１は、本発明の実施例に係る通信パラメータ調整方法の例示的なフローチャートであ
り、該方法は、ネットワーク装置又は端末装置によって実行されることができ、図１に示
すように、該方法１００は、Ｓ１１０～Ｓ１３０を含む。
【００１６】
  Ｓ１１０において、第１装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通
信を確立する。
【００１７】
  Ｓ１２０において、前記第１装置は、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービ
ス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整
する。
【００１８】
  Ｓ１３０において、前記第１装置は、前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送
信し、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が前記通信パラメータ内の一つ
又は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる。
【００１９】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整方法、ネットワーク装置又は通
信双方としての端末装置は、ネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、通信
パラメータの設定を動的に調整することができ、それによって、無線通信システムの性能
と適用性を向上させることができる。
【００２０】
  なお、本発明の実施例において、第１装置はネットワーク装置であっても良く、この場
合、第２装置は端末装置であり、又は、第１装置は端末装置であり、この場合、第２装置
は他の端末装置である。
【００２１】
  選択肢として、図２に示すように、該方法はＳ１４０をさらに含む。
【００２２】
  Ｓ１４０において、前記第１装置は、前記第２装置より送信された処理能力指示情報を
受信し、前記処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメ
ータを用いて、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられる。
【００２３】
  言い換えれば、第１装置は、第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを用
いてそれと通信できることを確定した場合のみ、通信におけるネットワーク状態及び／又
はサービス状態に基づいて、通信パラメータを調整する。即ち、本発明の実施例において
、同一サブキャリア／セルにおいて、異なるユーザに割り当てられた時間周波数リソース
ブロック内部において、異なる通信パラメータを使用することができ、そのため、第１装
置と前記第２装置との送信機と受信機は、同時に複数種類の通信パラメータを処理する能
力を備える必要があり、装置の異なるパラメータを同時に処理する能力に基づいて、装置
のタイプを分けることができる。
【００２４】
  さらに、第２装置は、ランダムアクセス後のアタッチ（Ａｔｔａｃｈ）過程において、
異なる設定を有する同じ種類のパラメータを用いて前記第１装置と通信できる能力を報告
することができ、例えば前記第１装置にアタッチリクエストメッセージを送信することが
でき、前記アタッチリクエストメッセージは前記処理能力指示情報を含む。第２装置は、
ランダム結果過程においてこの能力を報告することができ、例えば、ランダムアクセスメ
ッセージに能力データを含ませることができる。第２装置はさらに、第１装置が装置能力
の問い合わせ情報を送信した後に、第１装置より送信された装置能力の問い合わせ情報に
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基づいて、第１装置にこの能力を報告することができる。但し、本発明は、それを限定し
ない。
【００２５】
  選択肢として、Ｓ１１０において、通信パラメータは、通信ためのマルチプルアクセス
方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する基本物理層パラメータである。例
を挙げて説明すると、前記通信ためのマルチプルアクセス方式は、直交周波数分割マルチ
プルアクセス
（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ  Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｄｉｖｉｓｉｏｎ  Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅｘｉｎｇ  Ａｃｃｅｓｓ）／単一キャリア周波数分割マルチプルアクセス（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ：Ｓｉｎｇｌｅ－ｃａｒｒｉｅｒ  Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
  Ｍｕｌｔｉｐｌｅ  Ａｃｃｅｓｓ）、及びそれの派生したマルチプルアクセス方式又は
将来の通信システムにおけるその他の使用可能なマルチプルアクセス方式であっても良い
。ＯＦＤＭＡ／ＳＣ－ＦＤＭＡ及びそれの派生したマルチプルアクセス方式に対応する基
本物理層パラメータは、サブキャリアスペーシング（Ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ  Ｓｐａｃｉ
ｎｇ）、ＯＦＤＭシンボルの長さ、サイクリックプリフィクス（ＣＰ：Ｃｙｃｌｉｃ  Ｐ
ｒｅｆｉｘ）の長さ、サンプリング頻度、チャネル推定と復調等ための基準信号（Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ  Ｓｉｇｎａｌ）の密度とデザイン、基準信号のシーケンス構成とリソース
ウィンドウ粒度の内の少なくとも一つのパラメータを含むことが可能である。
【００２６】
  言い換えれば、ネットワーク装置又は通信双方としての端末装置は、所在している通信
ネットワークのネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、上記の一つ又は複
数のパラメータの定義を調整することができる。例えば、実際のニーズに応じで、サブキ
ャリアスペーシング、ＯＦＤＭシンボルの長さ、ＣＰの長さ、サンプリング頻度、チャネ
ル推定と復調等ための基準信号の密度とデザイン等を増大または減少することができる。
例を挙げて説明すると、通信中の双方の間では、相対的な移動をしている場合、ドップラ
ー（Ｄｏｐｐｌｅｒ）周波数偏移が発生し得る。相対移動のスピードが速いほど、Ｄｏｐ
ｐｌｅｒ周波数偏移が大きくなり、正しく復調するため、サブキャリアスペーシングを大
きくにし、基準信号の密度を大きく調整する必要がある。チャネル環境が変化した場合、
遅延の広がり（Ｄｅｌａｙ  Ｓｐｒｅａｄ）、角度発散（Ａｎｇｕｌａｒ  Ｓｐｒｅａｄ
）、伝送損失（Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ  Ｌｏｓｓ）、透過損失（Ｐｅｎｅｔｒａｔｉｏ
ｎ  Ｌｏｓｓ）等の現象が引き起こされ、伝送環境が複雑ほど、障害物が多いほど、障害
物のサイズが大きいほど、伝送の遅延の広がりが大きくなり、このような場合、ＣＰの長
さを大きく調整する必要がある。ネットワーク装置又は通信双方としての端末装置は、実
際のニーズに応じて、基準信号のシーケンス構成を調整することができ、例えば、基準信
号を生成するシーケンス関数を準直交シーケンスから疑似ランダムコードまたはＺａｄｏ
ｆｆ－Ｃｈｕシーケンス等に調整することができ、また実際のニーズに応じでリソースウ
ィンドウ粒度（即ち、リソースウィンドウの周波数ドメインと時間ドメインにおける最小
サイズ）を調整することもできる。
【００２７】
  選択肢として、Ｓ１１０において、通信パラメータの初期設定は、デフォルト設定であ
っても良く、言い換えれば、通信パラメータはデフォルトパラメータであり、装置対装置
（Ｄ２Ｄ：Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ）通信においては、端末装置は、ディスカ
バリーチャネル（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ  Ｃｈａｎｎｅｌ）によって該デフォルトパラメー
タをブロードキャストし、異なる周波数帯域、異なる地域は、異なるデフォルトパラメー
タを備えることができる。
【００２８】
  また、選択肢として、Ｓ１１０において、通信パラメータの初期設定は、ランダムアク
セス中において、通信双方の決定された設定であっても良く、具体的に、ネットワーク装
置又は通信双方としての端末装置は、前記第１装置と前記第２装置との間の無線チャネル
伝送条件、前記第１装置と前記第２装置の通信能力、及び前記第２装置のランダムアクセ
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スを開始する時のサービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに基づいて、前記通
信パラメータの初期設定を確定することができる。前記第１装置は、前記通信パラメータ
の初期設定を確定してから、前記第２装置に前記通信パラメータの初期設定を送信する。
【００２９】
  選択肢として、第１装置は、第２装置と通信を確立する前に、第２装置以外のその他の
装置からのランダムアクセス情報から、第１装置と第２装置との間の無線チャネル伝送条
件を取得することができ、又は、第１装置はさらに、既に第１装置と通信している装置よ
り送信されたデータ、シグナリング又はフィードバックされたチャネル状態指示（Ｃｈａ
ｎｎｅｌ  Ｓｔａｔｅ  Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報によって、第１装置と第２装置との間
の無線チャネル伝送条件を取得することができる。第１装置と第２装置の通信能力は、送
信と受信アンテナ数、送信パワー、受信パワー、通信に使用される帯域幅を含むが、それ
らに限らない。
【００３０】
  具体的に、ネットワーク装置又は通信双方としての端末装置は、ランダムアクセスシー
ケンスによって推定されたチャネル条件、確定された通信双方の距離、及び端末装置がど
のようなタイプのサービスのためにランダムアクセスを開始しているか等のような情報に
基づいて、端末装置の初回目の通信ネットワークへのアクセス時の通信パラメータの設定
を確定することができる。例えば、ランダムアクセスにおいて、ネットワーク装置は、サ
ービスニーズ又はその他の情報に基づいて、ある端末装置に使用させるために割り当てる
周波数帯域を決定することができ、また、該周波数帯域は、端末装置のランダムアクセス
を開始する周波数帯域であっても良く、端末装置のランダムアクセスを開始する周波数帯
域でなくても良い。
【００３１】
  選択肢として、前記第１装置は、ランダムアクセス応答メッセージに前記通信パラメー
タの初期設定を含ませる方式によって、前記第２装置に前記通信パラメータの初期設定を
送信することができる。前記第１装置はさらに、前記第２装置に前記通信パラメータの初
期設定を含むその他のメッセージを送信する方式によって、前記第２装置に前記通信パラ
メータの初期設定を送信することができる。
【００３２】
  選択肢として、Ｓ１２０において、前記ネットワーク状態は、前記第１装置と前記第２
装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との所在の通信ネットワークの
負荷及び干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求及びアプリケーションのエ
ネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含む。
【００３３】
  具体的に、通信中において、ネットワーク状態が変わった場合、ネットワーク装置又は
通信双方としての端末装置は、リアルタイムに通信パラメータの設定を調整することが可
能である。ネットワーク状態の変化は、端末装置とネットワーク装置（例えばサービス中
の基地局と隣接の基地局）、又は通信双方としての端末装置の間のチャネル環境が変わっ
たことに起因している可能性があり、例えば、通信中において使用されている周波数帯域
、アンテナ及び移動性によるチャネル変化、又は通信双方の端末装置の移動性によるチャ
ネル環境変化があり得る。ネットワーク状態の変化は、ネットワーク負荷及び干渉が変化
したことに起因している可能性があり、ネットワーク状態の変化は、ネットワークにおけ
るアプリケーションのデータレートに対する要求及び／又はエネルギー消費に対する要求
が変化したことに起因している可能性があり、本発明はこれらに限らない。
【００３４】
  本発明の実施例において、選択肢として、ネットワーク装置又は通信双方としての端末
装置は、自らの測量によって、ネットワーク状態及び／又はサービス状態を取得すること
ができ、ネットワーク装置又は通信双方としての端末装置はさらに、端末装置又は通信双
方としての片方の端末装置の報告された状態情報を受信することができ、前記状態情報に
よってネットワーク状態及び／又はサービス状態を取得することができる。



(14) JP 2018-531526 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

【００３５】
  選択肢として、Ｓ１２０において、具体的に、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の
通信パラメータの設定を調整するように要求するための前記第２装置より送信されたパラ
メータ調整要求情報を受信し、前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメ
ータ内の一つ又は複数の通信パラメータを調整する。
【００３６】
  言い換えれば、第２装置は、サービスを開始する、又はサービスが変化された、又は無
線信号環境が変化した場合、第１装置にパラメータの調整を要求することができる。選択
肢として、第２装置は、通信パラメータの調整を要求するための要求情報を第１装置に送
信し、第１装置は、前記要求情報を受信してから、自らでネットワーク状態を測定し、例
えば、受信された第２装置より送信されたデータの品質によってネットワーク状態が変化
した否かを判断することができ、通信ネットワーク内の前記第２装置と同様なタイプの端
末装置より送信されたネットワーク状態及び／又はサービス状態を指示するための状態レ
ポートを受信することによって、ネットワーク状態及び／又はサービス状態が変化したか
否かを判断することができ、具体的にどれの通信パラメータを調整するかを確定し、調整
完了後に、調整した結果を第２装置に通知する。
【００３７】
  さらに、ハンドシェイキングメカニズムを用いてパラメータを調整することができ、即
ち、第１装置が第２装置より送信されたパラメータ調整要求情報を受信してから、前記パ
ラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための確認情報（例えば、一つの
確認用のＡＣＫフレームが応答できる）を第２装置に送信する必要がある。第２装置が予
定の時間内で第１装置の前記パラメータ調整要求情報に対する応答を受信されていない場
合、第２装置は、第１装置に再度パラメータ調整要求情報を送信することができ、又はパ
ラメータの調整を要求する前の通信パラメータの設定を用いて、第１装置と通信し、第１
装置は、調整前と調整後のパラメータを用いて、情報の受信と送信を行うことができるは
ずである。
【００３８】
  選択肢として、Ｓ１２０において、具体的に、ネットワーク状態及び／又はサービス状
態を指示するための前記第２装置より送信された状態情報を受信し、前記状態情報に基づ
いて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整する。
【００３９】
  具体的に、第２装置は、第１装置にネットワーク状態及び／又はサービス状態、例えば
、サービス変化、環境変化によるチャネル品質変化（上記のドップラー周波数偏移、伝送
損失、遅延の広がり等の測量結果又は測量結果によって量化したチャネル品質指示）等を
報告することができる。第１装置が、第２装置より報告されたネットワーク状態及び／又
はサービス状態を受信した後に、通信パラメータの調整を能動的に行い、調整後の結果を
第２装置に通知する。第２装置は、周期的又は非周期的に第１装置にネットワーク状態及
び／又はサービス状態を報告することができ、本発明は、これに限定しない。
【００４０】
  さらに、第２装置は、通信パラメータの調整を要求するためのパラメータ調整要求情報
を第１装置に送信すると同時に、自らの測定したネットワーク状態及び／又はサービス状
態を第１装置に報告することができ、第１装置は、前記パラメータ調整要求情報を受信し
た後に、第２装置よりリ報告されたネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて
通信パラメータの調整を行い、調整後の結果を第２装置に通知する。
【００４１】
  選択肢として、第１装置は、物理層制御チャネルを介して、前記第２装置に前記パラメ
ータ調整指示情報を送信することができ、例えば、通信双方の間には、複数の無線リソー
スコントロール（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ  Ｒｅｓｏｕｒｃｅ  Ｃｏｎｔｒｏｌ）接続がある
ことが可能であり、異なるＲＲＣ接続には、異なる通信パラメータがあることが可能であ
り、各接続（キャリア又は基地局）については、通信パラメータの調整は、統一されてい



(15) JP 2018-531526 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

る（即ち、複数の接続の共有されている）又は該接続の独立している物理層制御チャネル
を介して、第２装置に知らせ、該物理層制御チャネルは、新しい物理下り制御チャネルで
あっても良い。
【００４２】
  それ以外、第１装置はさらに、ページング（Ｐａｇｉｎｇ）チャネル又はブロードキャ
ストチャネル等のチャネルを介して、パラメータ調整結果を第２装置に知らせることがで
きる。本発明は、それに限らない。
【００４３】
  また、第１装置は、調整を行った通信パラメータだけの調整結果を第２装置に送信する
ように選択することができ、第１装置はさらに、調整を行った通信パラメータと、調整を
行っていない通信パラメータを全て第２装置に送信するように選択することができる。さ
らに、第１装置より送信された調整結果は、絶対値の形式で表現しても良く、相対値の形
式で表現しても良い。例を挙げて説明すると、仮に調整前のサブキャリア間隔が１５ｋＨ
ｚである場合、Ｄｏｐｐｌｅｒ周波数偏移の信号の正確な復調のへ影響を減少するため、
サブキャリア間隔を大きくする必要がある。この時に、第１装置は、第２装置に調整後の
サブキャリアの間隔が２０ｋＨｚであることを直接に通知してもよいし、第２装置に調整
後のサブキャリアの間隔が調整前のサブキャリアの間隔より５ｋＨｚ大きいことを通知し
てもよい。本発明は、それに限定しない。
【００４４】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整方法としては、ネットワーク装
置又は通信双方としての端末装置は、ネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づい
て、通信パラメータの設定を動的に調整することができ、それによって、無線通信システ
ムの性能と適用性を向上させることができる。
【００４５】
  上記において、図１と図２を結合し、第１装置側より本発明の実施例に基づく通信パラ
メータ調整方法を詳しく説明しており、下記において、図３と図４を結合して、第２装置
側より本発明の他の実施例に基づく通信パラメータ調整方法を詳しく説明する。なお、第
１装置側で説明されている第２装置と第１装置とのインタラクション及び相関特性、機能
などは、第２装置側での説明と対応しており、簡潔のため、適切に重複の説明を省略する
。
【００４６】
  図３は、本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整方法であり、該方法は、端末装
置によって実施することができ、図３に示すように、該方法２００は、Ｓ２１０～Ｓ２２
０を含む。
【００４７】
  Ｓ２１０において、第２装置が通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信
を確立する。
【００４８】
  Ｓ２２０において、前記第２装置は、前記第１装置より送信された通信パラメータ調整
指示情報を受信し、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が通信におけるネ
ットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複
数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる。
【００４９】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整方法としては、ネットワーク装
置又は通信双方としての端末装置は、ネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づい
て、通信パラメータの設定を動的に調整することができ、それによって無線通信システム
の性能と適用性を向上させることができる。
【００５０】
  選択肢として、図４に示すように、該方法はさらにＳ２３０を含む。
【００５１】
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  Ｓ２３０において、前記第２装置は、前記第１装置に処理能力指示情報を送信し、前記
処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを用いて
、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられる。
【００５２】
  選択肢として、Ｓ２３０において、具体的に、前記第１装置にアタッチリクエストメッ
セージを送信し、前記アタッチリクエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含む。
【００５３】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記第２装置は、前記第１装置より送信され
た前記通信パラメータの初期設定を受信する。ここで、前記通信パラメータの初期設定は
、前記第１装置が、前記第１装置と前記第２装置との間の無線チャネル伝送条件、前記第
１装置と前記第２装置の通信能力、及び前記第２装置のランダムアクセスを開始する時の
サービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに基づいて確定されるものである。
【００５４】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記第１装置が、前記パラメータ調整要求情
報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータを調整するために
、第２装置は、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整する
ように要求するためのパラメータ調整要求情報を前記第１装置に送信する。
【００５５】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記第２装置が前記第１装置に前記パラメー
タ調整要求情報を送信した後に、前記パラメータ調整要求情報を成功に受信することを確
認するための前記第１装置より送信された確認情報を受信することができる。
【００５６】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記第１装置が前記状態情報に基づいて前記
通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するために、第２装置は
、前記第１装置にネットワーク状態及び／又はサービス状態を指示するための状態情報を
送信することができる。
【００５７】
  選択肢として、Ｓ２２０は、具体的に、前記第１装置が物理層制御チャネルを介して送
信された前記パラメータ調整指示情報を受信する。
【００５８】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記通信パラメータは、通信のためのマルチ
プルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する基本物理層パラメー
タである。
【００５９】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記ネットワーク状態は、前記第１装置と前
記第２装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との所在している通信ネ
ットワークの負荷と干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求及びアプリケー
ションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含む。
【００６０】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記第１装置はネットワーク装置で、前記第
２装置は端末装置であり、又は、前記第１装置は端末装置で、前記第２装置は他の端末装
置である。
【００６１】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整方法としては、ネットワーク装
置又は通信双方としての端末装置は、ネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づい
て、通信パラメータの設定を動的に調整することができ、それによって、無線通信システ
ムの性能と適用性を向上させることができる。
【００６２】
  図５は、本発明の実施例に係る通信パラメータ調整装置の例示的ブロック図であり、図
５に示すように、前記装置１０は、
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  通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立するように用いられる処
理モジュール１１と、
  前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信するように用いられる送受信モジュ
ール１２と、
  を含み、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記処理モジュールが前記通信パラメー
タ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いら
れる。前記処理モジュール１１はさらに、通信におけるネットワーク状態及び／又はサー
ビス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調
整するように用いられる。
【００６３】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整装置は、ネットワーク状態及び
／又はサービス状態に基づいて、通信パラメータの設定を動的に調整することができ、そ
れによって、無線通信システムの性能と適用性を向上させることができる。
【００６４】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール１２はさらに、前記第
２装置より送信された処理能力指示情報を受信するように用いられ、前記処理能力指示情
報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを用いて、前記第１装置
と通信することができることを指示するように用いられる。
【００６５】
  在本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール１２は、具体的に、
前記第２装置より送信されたアタッチリクエストメッセージを受信するように用いられ、
前記アタッチリクエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含む。
【００６６】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記処理モジュール１１はさらに、前記装置
と前記第２装置との間の無線チャネル伝送条件、前記装置と前記第２装置の通信能力、及
び前記第２装置のランダムアクセスを開始する時のサービスタイプの内の少なくとも一つ
のパラメータに基づいて、前記通信パラメータの初期設定を確定するように用いられる。
【００６７】
  ここで、前記送受信モジュール１２はさらに、前記第２装置に、前記処理モジュール１
１によって確定された前記通信パラメータの初期設定を送信するように用いられる。
【００６８】
  本発明の実施例においおて、選択肢として、前記送受信モジュール１２はさらに、前記
通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するように要求するため
の前記第２装置より送信されたパラメータ調整要求情報を受信するように用いられる。
【００６９】
  ここで、前記処理モジュール１１はさらに、前記送受信モジュール１２によって受信さ
れた前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通
信パラメータを調整するように用いられる。
【００７０】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール１２はさらに、前記パ
ラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための確認情報を前記第２装置に
送信するように用いられる。
【００７１】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール１２はさらに、ネット
ワーク状態及び／又はサービス状態を指示するための前記第２装置より送信された状態情
報を受信するように用いられる。
【００７２】
  ここで、前記処理モジュール１１さらに、前記送受信モジュール１２より受信された前
記状態情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を
調整するように用いられる。
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【００７３】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール１２は、具体的に、物
理層制御チャネルを介して前記第２装置に前記パラメータ調整指示情報を送信するように
用いられる。
【００７４】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記通信パラメータは、通信ためのマルチプ
ルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する基本物理層パラメータ
である。
【００７５】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記ネットワーク状態は、前記装置と前記第
２装置との間のチャネル環境、前記装置と前記第２装置との所在している通信ネットワー
クの負荷と干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求及びアプリケーションの
エネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含む。
【００７６】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記装置はネットワーク装置で、前記第２装
置は端末装置であり、又は、前記装置は端末装置で、前記第２装置は他の端末装置である
。
【００７７】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整装置は、ネットワーク状態及び
／又はサービス状態に基づいて、通信パラメータの設定を動的に調整し、それによって、
無線通信システムの性能と適用性を向上させることができる。
【００７８】
  なお、本発明の実施例に基づく装置１０は、本発明の実施例における通信パラメータ調
整方法１００を対応することができ、装置１０内の各モジュールの上記、又はその他の操
作及び／又は機能のそれぞれは、図１と図２内の各方法に対応するフローを実現するため
のものであり、簡潔のため、ここでそれ以上述べない。
【００７９】
  なお、本発明の実施例において、処理モジュール１１は、プロセッサによって実現され
ても良く、送受信モジュール１２は、受信機と送信機によって実現されても良い。図６に
示すように、装置１００は、プロセッサ１０１、受信機１０２、送信機１０３と記憶装置
１０４を含むことが可能である。ここで、記憶装置１０４は、プロセッサ１０１に実行さ
れるコード等を記憶するように用いられることが可能である。
【００８０】
  装置１００内の各コンポーネントはバスシステム１０５によってカップリンブされてお
り、ここでバスシステム１０５は、データバス以外に、電源バス、制御バス及び状態信号
バスを含む。
【００８１】
  なお、本発明の実施例に基づく装置１００は、本発明の実施例における装置１０に対応
することができ、本発明の実施例に基づく方法を実施する相応な主体に対応することがで
き、装置１００内の各モジュールの上記又はその他の操作及び／又は機能のそれぞれは、
図１と図２内の各方法に対応するフローを実現するためのものであり、簡潔のため、ここ
でそれ以上述べない。
【００８２】
  図７は、本発明の他の実施例に係る通信パラメータ調整装置の例示的ブロック図であり
、図７に示すように、前記装置２０は、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立するように用いられる処
理モジュール２１と、
  前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信するように用いられる
送受信モジュール２２と、
を含み、前記通信パラメータ調整指示情報は、前記処理モジュールが通信におけるネット
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ワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通
信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる。
【００８３】
  そのため、本発明の実施例における通信パラメータ調整装置は、前記装置と通信するネ
ットワーク装置及び／又は端末装置が、ネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づ
いて、動的に調整した通信パラメータの設定を受信することができ、それによって、無線
通信システムの性能と適用性を向上させることができる。
【００８４】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２はさらに、前記第
１装置に処理能力指示情報を送信するように用いられ、前記処理能力指示情報は、前記装
置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを用いて、前記第１装置と通信することが
できることを指示するように用いられる。
【００８５】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２は、具体的に、前
記第１装置にアタッチリクエストメッセージを送信するように用いられ、前記アタッチリ
クエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含む。
【００８６】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２はさらに、前記第
１装置より送信された前記通信パラメータの初期設定を受信するように用いられ、ここで
、前記通信パラメータの初期設定は、前記第１装置が、前記第１装置と前記装置との間の
無線チャネル伝送条件、前記第１装置と前記装置の通信能力、及び前記装置のランダムア
クセスを開始する時のサービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに基づいて確定
されるものである。
【００８７】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２はさらに、前記第
１装置が、前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複
数の通信パラメータを調整するために、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラ
メータの設定を調整するように要求するためのパラメータ調整要求情報を前記第１装置に
送信するように用いられる。
【００８８】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２はさらに、前記パ
ラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための前記第１装置より送信され
た確認情報を受信するように用いられる。
【００８９】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２はさらに、前記第
１装置が前記状態情報に基づいて前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータ
の設定を調整するために、前記第１装置にネットワーク状態及び／又はサービス状態を指
示するための状態情報を送信するように用いられる。
【００９０】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記送受信モジュール２２は、具体的に、前
記第１装置が物理層制御チャネルを介して送信された前記パラメータ調整指示情報を受信
するように用いられる。
【００９１】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記通信パラメータは、通信のためのマルチ
プルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する基本物理層パラメー
タである。
【００９２】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記ネットワーク状態は、前記第１装置と前
記装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記装置との所在の通信ネットワークの負
荷及び干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求及びアプリケーションのエネ
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ルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含む。
【００９３】
  本発明の実施例において、選択肢として、前記第１装置はネットワーク装置で、前記装
置は端末装置であり、又は、前記第１装置は端末装置で、前記装置は他の端末装置である
。
【００９４】
  なお、本発明の実施例に基づく装置２０は、本発明の実施例における通信パラメータ調
整方法２００を対応することができ、装置２０内の各モジュールの上記、又はその他の操
作及び／又は機能のそれぞれは、図３と図４内の各方法に対応するフローを実現するため
のものであり、簡潔のため、ここでそれ以上述べない。
【００９５】
  なお、本発明の実施例において、処理モジュール２１は、プロセッサによって実現され
ても良く、送受信モジュール２２は、受信機と送信機によって実現されても良い。図８に
示すように、装置２００は、プロセッサ２０１、受信機２０２、送信機２０３と記憶装置
２０４を含むことが可能である。ここで、記憶装置２０４は、プロセッサ２０１に実行さ
れるコード等を記憶するように用いられることが可能である。
【００９６】
  装置２００内の各コンポーネントはバスシステム２０５によってカップリンブされてお
り、ここでバスシステム２０５は、データバス以外に、電源バス、制御バス及び状態信号
バスを含む。
【００９７】
  なお、本発明の実施例に基づく装置２００は、本発明の実施例における装置２０に対応
することができ、本発明の実施例に基づく方法を実施する相応の主体に対応することがで
き、装置２００内の各モジュールの上記又はその他の操作及び／又は機能のそれぞれは、
図３と図４内の各方法に対応するフローを実現するためのものであり、簡潔のため、ここ
でそれ以上述べない。
【００９８】
  本願に開示されている実施例に説明されている各例示的なユニット及びアルゴリズムの
ステップを結合し、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェ
アの結合を用いて実現することができると、当業者は受け取れる。これらの機能がハード
ウェアの形式かそれともソフトウェアの形式で実施するかについては、技術案の特定応用
と設計制約によるものである。当業者は、各特定応用に応じて異なる方法を用いて、説明
されている機能を実現することができるが、このような実現は本発明の範囲を超えている
と見なすべきではない。
【００９９】
  当業者は、説明の便利と簡潔上、上記に記載されているシステム、装置及びユニットの
具体的な作業フローについては、上記の方法実施例の対応されているフローを参照するこ
とができ、ここでそれ以上述べない。
【０１００】
  本願に提供されている幾つかの実施例において、開示されているシステム、装置及び方
法は、その他の方式で実現されても良い。例えば、上記に記載されている装置の実施例は
単なる例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの分け方が、単なるロジック的な機
能分けであり、実際、実現する時に他の分け方があっても良く、例えば、複数のユニット
又はコンポーネントを別のシステムへ結合、又は集成しても良く、又は幾つかの技術特徴
を省略、又は実施しなくても良い。また、明示され、又は議論されている各構成部分の互
い的なカップリング、又は直接のカップリング、又は通信接続は、幾つかのインターフェ
ース、装置、又はユニットの間接のカップリング又は通信によって接続されても良く、電
気的、機械的、又はその他の形式であっても良い。
【０１０１】
  上記で分離部品として説明したユニットは、物理的に分離されるものであっても良く、
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も良く、そうではないものであっても良い。一箇所に配置されても良く、複数のネットワ
ークユニットに配布しても良い。実際のニーズに応じて、その中の一部又は全部のユニッ
トを選択して本実施例の技術案の目的を実現しても良い。
【０１０２】
  また、本発明の各実施例における各機能ユニットは、全て一つの処理ユニットに集成し
ても良く、各ユニットはそれぞれ単独なユニットとしても良く、二つ又は二つ以上のユニ
ットを一つのユニットに集成しても良い。
【０１０３】
  前記機能は、ソフトウェア機能ユニットの方式で実現し、しかも独立な製品として販売
又は使用する場合、コンピュータ読み取り可能の記憶媒体に記憶しても良い。これによっ
て、本発明の実施例の技術案が事実上、言い換えれば先行技術に貢献した部分としてソフ
トウェア製品の形で具現でき、該コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶され、
コンピュータ装置（パソコン、サーバ、またはネットワーク装置などであっても良い）に
本発明の各実施例の全部または一部の前記方法を実行させための複数の命令を含む。上記
の記憶媒体は、移動記憶媒体、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ  Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ランダムアクセス記憶装置（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、磁気ディスク又はコンパクトディスクなどの各種のプログラムコードが記憶で
きる媒体を含む。
【０１０４】
  上記に記載されているのは、単なる本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明はそれ
に限らず、当業者が本発明に開示されている範囲内において、容易に想到し得る変形又は
入れ替えは、全て本発明の範囲内に含まれるべきである。そのため、本発明の範囲は、記
載されている特許請求の範囲に準じるべきである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月19日(2018.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  通信パラメータ調整方法であって、
  第１装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立することと
、
  前記第１装置は、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、
前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することと、
  前記第１装置は、前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信することと、
  を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が前記通信パラメータ内の一つ又は
複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられることを特徴
とする、通信パラメータ調整方法。
【請求項２】
  前記第１装置は、前記第２装置より送信された処理能力指示情報を受信することをさら
に含み、
  前記処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを
用いて、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられることを特
徴とする請求項１に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項３】
  前記第２装置より送信された処理能力指示情報を受信することは、
  前記第２装置より送信されたアタッチリクエストメッセージを受信することを含み、
  前記アタッチリクエストメッセージは、前記処理能力指示情報を含むことを特徴とする
請求項２に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項４】
  前記第１装置は、前記第１装置と前記第２装置との間の無線チャネル伝送条件、前記第
１装置と前記第２装置の通信能力、及び前記第２装置のランダムアクセスを開始する時の
サービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに基づいて、前記通信パラメータの初
期設定を確定することと、
  前記第１装置は、前記第２装置に前記通信パラメータの初期設定を送信することと、を
さらに含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整
方法。
【請求項５】
  前記通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラ
メータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することは、
  前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するように要求す
るための前記第２装置より送信されたパラメータ調整要求情報を受信することと、
  前記パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信
パラメータを調整することと、
  前記第１装置は、前記パラメータ調整要求情報を成功に受信したことを確認するための
確認情報を前記第２装置に送信することと、
  を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方
法。
【請求項６】
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  前記通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラ
メータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整することは、
  前記第２装置より送信されたネットワーク状態及び／又はサービス状態を指示するため
の状態情報を受信することと、
  前記状態情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設
定を調整することと、
  を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方
法。
【請求項７】
  前記通信パラメータは、
  通信ためのマルチプルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応する
基本物理層パラメータであることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の通
信パラメータ調整方法。
【請求項８】
  前記ネットワーク状態は、
  前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との
所在の通信ネットワークの負荷及び干渉、アプリケーションのデータレートに対する要求
及びアプリケーションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含むことを
特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項９】
  通信パラメータ調整方法であって、
  第２装置は、通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立することと
、
  前記第２装置は、前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信する
ことと、を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記第１装置が通信におけるネットワーク状態及
び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメー
タの設定を調整した調整結果を指示するように用いられることを特徴とする通信パラメー
タ調整方法。
【請求項１０】
  前記第２装置は、前記第１装置に処理能力指示情報を送信することをさらに含み、
  前記処理能力指示情報は、前記第２装置が異なる設定を有する同じ種類のパラメータを
用いて、前記第１装置と通信することができることを指示するように用いられることを特
徴とする請求項９に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１１】
  前記第１装置に処理能力指示情報を送信することは、
  前記第１装置にアタッチリクエストメッセージを送信することを含み、
  前記アタッチリクエストメッセージは前記処理能力指示情報を含むことを特徴とする請
求項１０に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１２】
  前記第２装置は、前記第１装置より送信された前記通信パラメータの初期設定を受信す
ることをさらに含み、
  前記通信パラメータの初期設定は、前記第１装置が、前記第１装置と前記第２装置との
間の無線チャネル伝送条件、前記第１装置と前記第２装置の通信能力、及び前記第２装置
のランダムアクセスを開始する時のサービスタイプの内の少なくとも一つのパラメータに
基づいて確定されるものであることを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載
の通信パラメータ調整方法。
【請求項１３】
  前記第１装置が、パラメータ調整要求情報に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又
は複数の通信パラメータを調整するために、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信
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パラメータの設定を調整するように要求するためのパラメータ調整要求情報を、前記第１
装置に送信することと、
  前記パラメータ調整要求情報を成功に受信することを確認するための前記第１装置より
送信された確認情報を受信することとをさらに含むことを特徴とする請求項９乃至１２の
いずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１４】
  前記第１装置が状態情報に基づいて前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメ
ータの設定を調整するために、前記第１装置にネットワーク状態及び／又はサービス状態
を指示するための前記状態情報を送信することをさらに含むことを特徴とする請求項９乃
至１２のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１５】
  前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信することは、
  前記第１装置が物理層制御チャネルを介して送信された前記パラメータ調整指示情報を
受信することを含むことを特徴とする請求項９乃至１４のいずれか１項に記載の通信パラ
メータ調整方法。
【請求項１６】
  前記通信パラメータは、
  通信のためのマルチプルアクセス方式及び／又は前記マルチプルアクセス方式に対応す
る基本物理層パラメータであることを特徴とする請求項９乃至１５のいずれか１項に記載
の通信パラメータ調整方法。
【請求項１７】
  前記ネットワーク状態は、
  前記第１装置と前記第２装置との間のチャネル環境、前記第１装置と前記第２装置との
所在している通信ネットワークの負荷と干渉、アプリケーションのデータレートに対する
要求及びアプリケーションのエネルギー消費に対する要求の内の少なくとも一つを含むこ
とを特徴とする請求項９乃至１６のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１８】
  前記第１装置はネットワーク装置で、前記第２装置は端末装置であり、
  又は、
  前記第１装置は端末装置で、前記第２装置は他の端末装置であることを特徴とする請求
項９乃至１７のいずれか１項に記載の通信パラメータ調整方法。
【請求項１９】
  通信パラメータ調整装置であって、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第２装置と通信を確立するように構成される処
理モジュールと、
  前記第２装置に通信パラメータ調整指示情報を送信するように構成される送受信モジュ
ールと、を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記装置が前記通信パラメータ内の一つ又は複数
の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられ、
  前記処理モジュールさらに、通信におけるネットワーク状態及び／又はサービス状態に
基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又は複数の通信パラメータの設定を調整するよう
に構成される通信パラメータ調整装置。
【請求項２０】
  通信パラメータ調整装置であって、
  通信パラメータの初期設定に基づいて、第１装置と通信を確立するように構成される処
理モジュールと、
  前記第１装置より送信された通信パラメータ調整指示情報を受信するように構成される
送受信モジュールと、を含み、
  前記通信パラメータ調整指示情報は、前記処理モジュールが前記第１装置が通信におけ
るネットワーク状態及び／又はサービス状態に基づいて、前記通信パラメータ内の一つ又
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は複数の通信パラメータの設定を調整した調整結果を指示するように用いられる、前記通
信パラメータ調整装置。
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